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場所等（  〃  ）････････････････････････････････････････････････････････････６０ 

○令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における大和高田市 

期日前投票所（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････６１ 

○令和元年７月２１日執行予定の参議院（選挙区選出）議員選挙における 

候補者の氏名及び党派別を記載する順序を定めるくじを行う日時及び場 

所（  〃  ）････････････････････････････････････････････････････････････････６１ 

○令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票 

所投票管理者及びその職務を代理する者（  〃  ）･･････････････････････････････６１ 

○令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における各投票区の 

投票管理者及びその職務を代理すべき者（  〃  ）･･････････････････････････････６１ 

○令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における大和高田市 

開票区の開票管理者及びその職務を代理する者（  〃  ）････････････････････････６１ 

○選挙管理委員会の招集（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････６２ 

農業委員会 

○農業委員会８月定例委員会の招集（農業委員会）･･･････････････････････････････････････６２ 

公営事業 

○指定給水装置工事事業者の指定（水道総務課）･････････････････････････････････････････６２ 

○給配水管漏水調査業務に関する条件付き一般競争入札公告（  〃  ）･････････････････６３ 

○配水管布設替工事（Ｓ０９）に関する条件付き一般競争入札公告（  〃 

  ）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････６５ 

○配水管布設替工事（Ｓ１０）及び消火栓新設工事（消０２）に関する条件 

付き一般競争入札公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････６８ 

○消火栓修理工事（消０５）に関する条件付き一般競争入札公告（  〃  

 ）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････７１ 

○市枝野口・市場地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８）・配水管 

布設替工事（Ｓ１１）・消火栓布設替工事（消０３）に関する条件付き一般 

競争入札公告（下水道課）･･･････････････････････････････････････････････････････････７３ 

○高６枝曽大根２丁目地内管渠工事（１２）・給配水管移設工事（Ｇ１２）・配 

水管布設替工事（Ｓ１２）・消火栓布設替工事（消０４）に関する条件付き 

一般競争入札公告（  〃  ）･････････････････････････････････････････････････････７６ 

○高４幹礒野町地内管渠工事（７）に関する条件付き一般競争入札公告（   

〃  ）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････７９ 

○高５枝西三倉堂１丁目地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１１）に 

関する条件付き一般競争入札公告（  〃  ）････････････････････････････････････････８２ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１１）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）･････････････････････････････････････････････････････････････････８５ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１２）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････････････････８７ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１３）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････････････････９０ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１４）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････････････････９３ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１５）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････････････････９５ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１６）に関する条件付き一般競争入札 
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公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････････････････････９８ 

○公共下水道事業に伴う測量業務委託（１７）に関する条件付き一般競争入札 

公告（  〃  ）････････････････････････････････････････････････････････････････１００ 

原稿誤り 

○平成３１年７月１０日付け大和高田市公報第３６６号正誤･････････････････････････････１０３ 

 

 

 

 

規則第４号 

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和元年７月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

   災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和６１年規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 題名を次のように改める。 

   大和高田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 第６条第１項第４号中「事項」の次に「（保証人を立てる場合に限る。）」を加える。 

 第９条中「保証人の連署した」を削り、「災害援護資金借用書」の次に「（保証人を立てる場合にあ

っては、保証人の連署した災害援護資金借用書）」を加え、「及び保証人の印鑑証明書」を「の印鑑証

明書（保証人を立てる場合にあっては、借受人及び保証人の印鑑証明書）」に改める。 

 様式第２号中「２ 半年賦」を「２ 半年賦 ３ 月賦」に改める。 

 様式第３号中 

「 償還方法  年賦 半年賦 

  利  子  年３パーセント 

資金をお渡しする日と手続について 

１ 貸付金交付日       年   月   日 

２ 場    所 

３ 御持参なさるもの 

   （１） この通知書 

   （２） 同封の借用書 

   （３） あなたの印鑑 

   （４） あなたと保証人の印鑑証明書各一通    」を 

「 償還方法  年賦・半年賦・月賦 

  利  子                      」に改める。 

 様式第５号中「年３パーセント」を削り、「年賦・半年賦」を「年賦・半年賦・月賦」に改める。 

 様式第７号中「 

償還方法 １ 年賦 ２ 半年賦 

 

                             」を 

       「 

償還方法 １ 年賦 ２ 半年賦 

３ 月賦 

                             」に改める。 

規 則 
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 様式第１３号中「年賦・半年賦」を「年賦・半年賦・月賦」に改める。 

 様式第１４号及び様式第１５号中「年利１０．７５パーセント」を「年５パーセント」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

訓令第３号 

 大和高田市まちづくりの指針策定委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和元年６月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市まちづくりの指針策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市まちづくりの指針（以下「まちづくりの指針」という。）の策定について必要な事

項の調査及び検討を行うため、大和高田市まちづくりの指針策定委員会（以下「策定委員会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 第４次大和高田市総合計画の検証に関すること。 

 （２） まちづくりの指針の策定に当たっての協議及び連絡調整に関すること。 

 （３） まちづくりの指針の策定に関し必要な調査を行うこと。 

 （４） その他まちづくりの指針の策定に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 策定委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 （１） 副市長 

 （２） 教育長 

 （３） 企画政策部長 

 （４） 財務部長 

 （５） 市民部長 

 （６） 福祉部長 

 （７） 保健部長 

 （８） 環境建設部長 

 （９） 環境建設部理事 

 （１０） 上下水道部長 

 （１１） 市立病院事務局長 

 （１２） 教育委員会事務局長 

２ 策定委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。 

３ 委員長は、副市長をもって充て、策定委員会を代表し、その事務を統括する。 

４ 副委員長は、教育長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又

訓 令 
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は説明を聴くことができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

 （代理人の出席） 

第５条 委員（委員長及び副委員長を除く。）は、やむを得ない事由があるときは、委員長の承認を得

て、代理人を出席させることができる。 

 （庶務） 

第６条 策定委員会に関する庶務は、企画政策部企画広報課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会

に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

 （この訓令の失効） 

２ この訓令は、まちづくりの指針を策定した日に限り、その効力を失う。 

 

訓令第４号 

大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

  令和元年６月２８日  

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令 

 大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成１２年訓令第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１教育長及び教育委員会事務局の職員の項中 

「５ 私立学校に関すること。 

６ 教育財産の取得及び処分に関すること。 

７ 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 

８ 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免 

に関すること。                              」を 

「５ 子どものための教育・保育給付に関すること。 

６ 子育てのための施設等利用給付に関すること。 

７ 私立学校に関すること。 

８ 教育財産の取得及び処分に関すること。 

９ 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 

１０ 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減 

免に関すること。                             」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

告示第３０号 

 令和元年６月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

１９条第２項の規定により公表します。 

告 示 
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  令和元年６月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和元年度大和高田市一般会計補正予算（第１号） 

２ 令和元年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和元年度大和高田市一般会計補正予算（第１号） 

令和元年度大和高田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５３，４００千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２６，８７６，６００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

14.国庫支出金  
4,469,187 34,739 4,503,926 

1.国庫負担金 
4,050,644 21,712 4,072,356 

2.国庫補助金 
348,644 13,027 361,671 

15.県支出金  
1,558,487 11,756 1,570,243 

1.県負担金 
1,109,357 10,856 1,120,213 

2.県補助金 
309,363 900 310,263 

17.寄附金  
1 305 306 

1.寄附金 
1 305 306 

18.繰入金  
1,094,725 59,000 1,153,725 

1.基金繰入金 
1,094,725 59,000 1,153,725 

20.諸収入  
593,231 △358,500 234,731 

4.雑入 
573,101 △358,500 214,601 

21.市債  
2,750,100 99,300 2,849,400 
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1.市債 
2,750,100 99,300 2,849,400 

補正されなかった科目に係る額 16,564,269 0 16,564,269 

歳  入  合  計 27,030,000 △153,400 26,876,600 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.総務費  
4,470,404 3,263 4,473,667 

1.総務管理費 
3,872,838 3,263 3,876,101 

3.民生費  
10,982,110 123,054 11,105,164 

1.社会福祉費 
5,079,434 121,516 5,200,950 

2.児童福祉費 
3,130,549 1,538 3,132,087 

6.農林水産業費  
167,255 375 167,630 

1.農業費 
167,255 375 167,630 

7.商工費  
612,088 △360,000 252,088 

1.商工費 
612,088 △360,000 252,088 

8.土木費  
1,809,520 68,478 1,877,998 

2.道路橋りょう費 
156,697 63,000 219,697 

5.住宅費 
141,395 5,478 146,873 

9.消防費  
876,344 8,800 885,144 

1.消防費 
876,344 8,800 885,144 

10.教育費  
2,688,947 2,630 2,691,577 

2.小学校費 
284,913 2,630 287,543 

補正されなかった科目に係る額 5,423,332 0 5,423,332 

歳  出  合  計 27,030,000 △153,400 26,876,600 
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第２表　地方債補正 

１　追　加

起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

(借入方法) 3.0 以内

( た だ し ､ 利 率

見直し方式で借

入れる場合につ

いて､利率の見直

しを行った後に

お い て は ､ 当 該

見直し後の利率)

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

  政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協定

するものによる。

　ただし、市財政の都

合により据置期間及び

償還期間を短縮し、又

は繰上償還もしくは低

利に借換えすることが

できる。

普通貸借又は

証券発行の方

法による。

高田温泉さくら荘
整備事業

54,300

 

計 54,300

 

２　変　更

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

3.0 ついては、そ 3.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

4,000 し方式で はその債権者 49,000 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

起 債 の 目的
補 正 前 補 正 後

道路整備事業
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令和元年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和元年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９７８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６，６６７，６７８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.保険料  
1,296,190 △43,424 1,252,766 

1.介護保険料 
1,296,190 △43,424 1,252,766 

7.繰入金  
1,060,145 45,402 1,105,547 

1.一般会計繰入金 
965,780 45,402 1,011,182 

補正されなかった科目に係る額 4,309,365 0 4,309,365 

歳  入  合  計 6,665,700 1,978 6,667,678 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
324,537 1,978 326,515 

1.総務管理費 
272,585 1,978 274,563 

補正されなかった科目に係る額 6,341,163 0 6,341,163 

歳  出  合  計 6,665,700 1,978 6,667,678 

 

告示第３１号 

大和高田市プレミアム付商品券事業実施要綱を次のように定める。 

  令和元年６月２８日  

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市プレミアム付商品券事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、消費税及び地方消費税率引上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響

を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、又は下支えするため、低所得者及び子育て世帯

主向けのプレミアム付商品券の発行、販売等の事業について、必要な事項を定めるものとする。 
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（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１） プレミアム付商品券 前条の目的を達成するため、大和高田市（以下「市」という。）に

よって販売される文書をいう。 

（２） 購入対象者 第１６条に規定するプレミアム付商品券の購入対象者をいう。 

（３） 大和高田市プレミアム付商品券購入引換券 第１号に規定するプレミアム付商品券を購入

する際に提示する文書（様式第１号。以下「購入引換券」という。）をいう。 

（４） 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、前払

式証票その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。 

（５） 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることがで

きる事業者として登録された者をいう。 

（６） 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあったプレミアム付商品券を市に取り次ぐ金

融機関をいう。 

（プレミアム付商品券の販売等） 

第３条 市は、この告示に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。 

２ プレミアム付商品券の販売額は、次の表の対象者欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の販売額

欄に掲げる額とする。 

番号 対象者 金額 販売額 

１ 

第１６条第１項第１号に規定する扶養外住民税

非課税者（以下「扶養外住民税非課税者」とい

う。） 

２５，０００円 ２０，０００円 

２ 

第１６条第１項第２号に規定する３歳未満児子

育て世帯主（以下「３歳未満児子育て世帯主」

という。）、同項第３号に規定する基準日Ｃ対

象児童に係る子育て世帯主（以下「基準日Ｃ対

象児童に係る子育て世帯主」という。）及び同

項第４号に規定する基準日Ｄ対象児童に係る子

育て世帯主（以下「基準日Ｄ対象児童に係る子

育て世帯主」という。）（以下この号及び第７

条第５項において「対象世帯主」という。） 

２５，０００円

に当該対象世帯

主の世帯に属す

る対象児童の数

を乗じて得た金

額 

２０，０００円

に当該対象児童

の数を乗じて得

た金額 

３ 

第１６条第１１項の規定により購入対象者とな

る対象児童（同条第１５項及び第１８項におい

て準用する場合を含む。） 

２５，０００円 ２０，０００円 

４ 

第１６条第１２項の規定により購入対象者とな

る配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と

生計を別にしている者（以下「ＤＶ避難者」と

いう。）（同条第１５項及び第１８項において

準用する場合を含む。） 

２５，０００円

に当該ＤＶ避難

者に同伴する対

象児童の数を乗

じて得た金額 

２０，０００円

に当該対象児童

の数を乗じて得

た金額 

３ プレミアム付商品券の１枚当たりの券面金額は、５００円とする。 

４ プレミアム付商品券の販売単位は、一単位当たり１０枚とする。 

（プレミアム付商品券の使用範囲等） 

第４条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することがで

きる。 

２ プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年１０月１日から令和２年２月２９日までとする。 

３ 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、

特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。 

４ プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金（第１２条に規定する事業者による換金を除く。）を
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行うことができない。 

５ プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができ

る。 

６ 国税、地方税及び使用料等の公租公課の支払のほか、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるに

当たり、プレミアム付商品券を使用することはできない。 

（１） 不動産及び金融商品 

（２） たばこ 

（３） 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

７ プレミアム付商品券は、再発行しないものとする。ただし、災害等の不可抗力による紛失による

場合は、この限りでない。 

（購入引換券の交付申請） 

第５条 プレミアム付商品券を購入しようとする扶養外住民税非課税者は、大和高田市プレミアム付

商品券購入引換券交付申請書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定による申請の期間は、令和元年８月１０日から令和元年１１月３０日までとする。 

（代理人による購入引換券の交付申請） 

第６条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として

次に掲げる者とする。 

（１） 平成３１年１月１日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者 

（２） 法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及

び代理権付与の審判がなされた補助人） 

（３） 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるも

の 

２ 市長は、代理人が前項第１号に規定する者にあっては、住民基本台帳により、同項第２号及び第

３号に規定する者にあっては、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。 

（購入引換券の交付の決定等） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、購入引

換券の交付を決定し、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。この場合において、市長は、

内容に疑義があるときは当該購入対象者に対し必要な資料や説明を求めるものとする。 

２ 市長は、第１６条第５項に規定する保護者から同項に規定する児童等分の購入引換券に係る代理

申請があったときは、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で当該児童等に係る購入引換券の

代理申請について交付決定が既に行われている場合を除き、不交付決定を行うものとする。 

３ 市長は、第１６条第６項に規定する者が同項に規定する申出を行った場合において、当該者分の

購入引換券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった

ときは、当該申出が当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村（特別区を含む。）に到達した

時点で、当該購入引換券の代理申請について交付決定が既に行われている場合を除き、不交付決定

を行うものとする。 

４ 市長は、第１６条第７項の養護者から同項各号に規定する者の分の購入引換券に係る代理申請が

あったときは、当該者の入所等の事実を把握した時点で当該者に係る購入引換券の代理申請につい

て交付決定が既に行われている場合を除き、不交付決定を行うものとする。 

５ 市長は、第１６条第１項第２号から第４号までの対象世帯主、同条第１１項の規定により購入対

象者となる対象児童及び同条第１２項の規定により購入対象者となるＤＶ避難者に対して、購入引

換券を交付する。 

６ 前各項により交付された購入引換券は、再発行しないものとする。ただし、災害等の不可抗力に
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よる紛失による場合は、この限りでない。 

（転入者による購入引換券の交換申請） 

第８条 市に転入した購入対象者がプレミアム付商品券の購入を希望するときは、市長が別に指定し

た場所において、市以外の市町村により交付された購入引換券を提出し、市が交付する購入引換券

と交換する。この場合において、市は、公的身分証明書、郵便物等本人を確認できる書類の提出又

は提示により、購入対象者が当該購入対象者本人であることを確認するものとする。 

２ 前項の購入引換券の交換を行う場合において、市以外の市町村により交付された購入引換券に当

該市町村の有効な購入確認印が押印されているときは、市が交付する購入引換券を当該有効な購入

確認印と同数の次条に規定する購入確認印を押印した上で、交付する。 

３ 第１項の購入対象者が購入引換券の交換を行うことができる期限は、令和２年２月２８日とする。 

（プレミアム付商品券の販売） 

第９条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、市長が別に指定した場所に

おいて当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入

することができる。 

２ 市長は、公的身分証明書、郵便物等本人を確認できる書類の提出又は提示により、当該購入対象

者、その代理人又は使者が本人であることを確認するものとする。ただし、購入対象者の代理人又

は使者については、代理権等を示す書類を提示する等別に定める方法により、当該購入対象者の代

理人又は使者であることを確認する。 

３ 前項のプレミアム付商品券の販売に当たっては、第３条第３項に規定する単位ごとの販売とし、

購入対象者が希望する場合は、第３条第２項に規定する金額の範囲内で、複数単位をまとめて販売

することができる。 

４ 市長は、プレミアム付商品券を販売するときは、購入引換券の購入確認欄に販売単位１単位当た

り１回、市長が定める購入確認印を押印する。 

５ 前項の購入確認印を５回押印した購入引換券については、購入対象者の氏名及び住所の箇所に購

入確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させる。 

６ プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年１０月１日から令和２年２月２８日までとし、詳細

な販売日時については、市長が別に定める。 

（特定事業者の登録等） 

第１０条 市長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の

上、当該特定事業者にプレミアム付商品券特定事業者登録証明書を交付する。 

（特定事業者の責務） 

第１１条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒んではならないこと。 

（２） プレミアム付商品券の転売、譲渡及び換金を行ってはならないこと。 

（３） 市と適切な連携体制を構築すること。 

（４） 前３号に定めるもののほか、前条の募集要項に定める事項 

２ 市長は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取

り消すことができる。 

（プレミアム付商品券の換金手続） 

第１２条 市長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、

その券面金額に相当する額を支払うものとする。 

２ 前項の場合において、特定事業者は、別に市が定める取次金融機関に、第１０条の規定により交

付を受けたプレミアム付商品券特定事業者登録証明書を提示するとともに、令和２年２月２９日ま

での特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し

出なければならない。 
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３ 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振込によるものとし、当該口座への振込は、毎月１回、

市長が別に指定する日において、取次金融機関が取次ぎの申出を受けたプレミアム付商品券につい

て行う。 

４ 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和２年３月４日までにプレミアム付商品券の換金を申し

出なければならない。 

（プレミアム付商品券に関する周知） 

第１３条 市長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請

受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１４条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第５条第２項に規定する申請期間内に、

同条第１項の規定による申請を行うことができる購入対象者が当該申請を行わなかったときは、当

該購入対象者はプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。 

２ 第５条第１項の規定により提出された申請書に不備等があり、市長が確認等に努めたにもかかわ

らず当該申請書の補正が行われず、購入対象者の責めに帰すべき事由により購入引換券の交付がで

きなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１５条 市長は、購入引換券の交付後であって令和２年３月３１日までに、当該購入引換券を交付

された者が購入対象者の要件に該当しない者（以下「返還対象者」という。）であることを把握し

たときは、次の各号に掲げる把握した時期に応じて、当該各号に定める措置を講ずるものとする。 

（１） 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前 返還対象者に購入引換券の返還を求める。 

（２） 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつ、プレミアム付商品券を使用する前 

返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、返還

されたプレミアム付商品券の購入代金を還付する。この場合において、返還対象者が引き続き購

入引換券を所持しているときは、前号と同様の措置を講ずるものとする。 

（３） 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後 返還対象者にプレミアム付商品券を使用

した額のうち、国の補助対象に相当する額の返還を求める。この場合において、返還対象者が引

き続き購入引換券を所持しているときは第１号と同様の措置を、返還対象者が引き続きプレミア

ム付商品券を所持しているときは第２号と同様の措置を講ずるものとする。 

（購入対象者） 

第１６条 購入対象者は、次に掲げる者とする。 

（１） 扶養外住民税非課税者 

（２） ３歳未満児子育て世帯主 

（３） 基準日Ｃ対象児童に係る子育て世帯主 

（４） 基準日Ｄ対象児童に係る子育て世帯主 

２ 購入対象者となる扶養外住民税非課税者は、第１号から第３号までのいずれかに該当し、かつ、

第４号に該当する者とする。 

（１） 平成３１年１月１日（以下「基準日Ａ」という。）において、市の住民基本台帳に記録さ

れている者 

（２） 基準日Ａ以前に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「住民基本台帳法」とい

う。）第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日Ａにおいて、日本国内で

生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Ａの翌日

以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日（同法第

２４条に規定する転出の予定年月日をいう。以下同じ。）が基準日Ａ以前となっている転出届（同

条の規定による届出をいう。右欄において同じ。）を市に行った者であって、転入をした年月日

（同法第２２条第１項に規定する転入をした年月日をいう。以下同じ。）が基準日Ａの翌日以後
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である転入届（同項の規定による届出をいう。以下同じ。）をいずれかの市町村に行ったことが

住民基本台帳法第９条第１項の規定による転入の通知により確認されたもの 

（３） 基準日Ａ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、

基準日Ａにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されて

おらず、かつ、基準日Ａの翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの（転

出の予定年月日が基準日Ａ以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者であって、転

入をした年月日が基準日Ａの翌日以後である転入届を市に行ったものを除く。） 

（４） 平成３１年度分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法

の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条（同法第７３６条第３項で準用する場

合を含む。）の規定により課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。）が

課されていない者又は条例で定めるところにより市町村民税を免除された者（市町村民税が課さ

れている者（市町村民税を免除された者を除く。）の扶養親族等（市町村民税が課されている者

（市町村民税を免除された者を除く。）と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族

並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。）を除く。） 

３ 前項の規定にかかわらず、基準日Ａにおいて、次の各号のいずれかに該当する者は、購入対象者

としない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者（ただし、基

準日Ａに保護が停止されていた者及び平成３１年１月２日から令和元年１０月１日までの間に

保護が廃止され、又は停止された者を除く。） 

（２） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）に基づく支援給付（以下この号において「支

援給付」という。）の受給者（ただし、基準日Ａに支援給付の支給が停止されていた者及び平成

３１年１月２日から令和元年１０月１日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された

者を除く。） 

（３） ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）第１５条第３項の

規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者（援護加算（ハンセン病問題の解決の促進

に関する法律施行規則（平成２１年厚生労働省令第７５号）第１５条第３項に規定する援護加算

をいう。以下この号において同じ。）の受給者に限り、基準日Ａに援護加算の認定を停止されて

いた者及び平成３１年１月２日から令和元年１０月１日までの間に援護加算の認定を廃止され、

又は停止された者を除く。） 

（４） ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条の規定による援護（以下この号におい

て「援護」という。）を受けている者（基準日Ａに援護が停止されていた者及び平成３１年１月

２日から令和元年１０月１日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。） 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、購入対象者としない。 

（１） 基準日Ａから購入引換券の交付が決定される日（以下「交付決定日」という。）までに死

亡した者 

（２） 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第３０条の４５の

表の上欄に掲げる者に該当しないもの 

５ 基準日Ａ以後において、次の各号のいずれかに該当する児童等（児童（基準日Ａにおいて満１８

歳に満たない者（平成１３年１月３日以降に生まれた者）をいう。以下同じ。）及び児童以外の者

（児童以外の基準日Ａにおいて、原則として満２２歳に達する日の属する年度の末日までにある者

（疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含

む。））をいう。以下同じ。）については、第２項第１号の要件の適用に当たっては、当該児童等を

次の各号のいずれかの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし（当該児童等

が当該市町村の住民でない場合に限る。）、第２項第２号の要件の適用に当たっては、当該児童等の
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保護者（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保護者をいう。以下同じ。）の扶養

親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日Ａにおいて、第３号、第４号又は第６号に該

当する満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した児童等である父又は母（以下この項

において「児童等である父又は母」という。）がその子である児童（以下この項において「子であ

る児童」という。）と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び

子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子

である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。 

（１） 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規

定する里親に委託されている児童等（保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環

境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、２月以内の期

間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会

的養護自立支援事業等の実施について（平成２９年３月３１日付雇児発０３３１第１０号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知）により、委託されている者に限る。） 

（２） 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所

措置が採られて同法に規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、

若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関（以下「指定医療機関」という。）に入

院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所している児童等（当

該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに２月以内の期間を定めて行われる障

害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若

しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となっ

たことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以

外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入所又は

入院している者に限る。） 

（３） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「障害者総合支援法」という。）の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受

けている児童又は身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）若しくは知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号）の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設（障害者総合支援法

に規定する障害者支援施設をいう。）若しくはのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総

合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（２月以内の期間を定めて

行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（４） 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に規定する婦人保護施設に入所している児童等

（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、

児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（５） 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居してい

る児童等（２月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、

同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入居している者に限る。） 

（６） 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等（２月以

内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者

に限る。） 

６ 基準日Ａにおいて、ＤＶ避難者及びその同伴者であって、基準日Ａにおいて居住している市町村

（以下「居住市町村」という。）にその住民票を移していないものについては、第１号の要件を満

たし、かつ、第２号から第４号までの要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し

出た場合には、第２項第１号の要件の適用に当たっては、当該ＤＶ避難者を居住市町村の住民とみ
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なし（当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。）、同項第２号の要件の適用に当たっては、

その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。 

（１） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健

康保険に加入していること又は健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４

年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律において準用

する場合を含む。）若しくは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の規定によ

るその配偶者の被扶養者となっていないこと。 

（２） その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３

年法律第３１号）第１０条に基づく保護命令（同条第１項第１号に基づく接近禁止命令又は同項

第２号に基づく退去命令）が出されていること。 

（３） 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書（地方公共団体の判断

により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。）が発行され

ていること。 

（４） 基準日Ａの翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭和４

２年自治振第１５０号等自治省行政局長等通知）に基づくドメスティック・バイオレンス、スト

ーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務にお

ける支援措置の対象となっていること。 

７ 基準日Ａにおいて、次の各号のいずれかに該当する者については、第２項第２号の要件の適用に

当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。 

（１） 障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）に規定する障害者をいう。）のうち、

養護者（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７

９号）に規定する養護者をいう。）から虐待を受けたことにより、同法第９条第２項の規定によ

る入所又は入居（以下「入所等」という。）の措置が採られている者（２月以内の期間を定めて

行われる入所等をしている者を除く。） 

（２） 高齢者（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法

律第１２４号）第２条第１項に規定する高齢者をいう。）のうち、養護者（同条第２項に規定す

る養護者をいう。）から虐待を受けたことにより、同法第９条第２項の規定による入所等の措置

が採られている者（２月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。） 

８ 購入対象者となる３歳未満児子育て世帯主は、次の各号のいずれかの要件に該当する者（以下「基

準日Ｂ住民」という。）で、次項に規定する対象児童の属する世帯の世帯主とする。 

（１） 令和元年６月１日（以下「基準日Ｂ」という。）において、市の住民基本台帳に記録され

ている者 

（２） 基準日Ｂ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、

基準日Ｂにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されて

おらず、かつ、基準日Ｂの翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることと

なったもののうち、転出の予定年月日が基準日Ｂ以前となっている転出届を市に行った者であっ

て、転入をした年月日が基準日Ｂの翌日以後である転入届をいずれかの市町村に行ったことが住

民基本台帳法第９条第１項の規定による転入の通知により確認された者 

（３） 基準日Ｂ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者であって、

基準日Ｂにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されて

おらず、かつ、基準日Ｂの翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの（転

出の予定年月日が基準日Ｂ以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者であって、転

入をした年月日が基準日Ｂの翌日以後である転入届を市に行ったものを除く。） 

９ 対象児童は、基準日Ｂ住民であって、平成２８年４月２日以降に出生した者とする。ただし、対

象児童が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、対象児童には該当しないものとみなす。 
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（１） 基準日Ｂから交付決定日までの間に死亡した者 

（２） 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第３０条の４５の

表の上欄に掲げる者に該当しないもの 

１０ 第８項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、購入対象者に該当しないも

のとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者を購入対

象者に該当するものとみなす。 

（１） 基準日Ｂから交付決定日までの間に死亡した者 

（２） 交付決定日において、国外に転出している者 

（３） 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第３０条の４５の

表の上欄に掲げる者に該当しないもの 

１１ 第８項から前項までの規定にかかわらず、対象児童が基準日Ｂにおいて、第５項各号のいずれ

かに該当する場合、又は基準日Ｂにおいて同項各号のいずれにも該当しなかった対象児童が交付決

定日において同項各号のいずれかに該当する場合には、当該対象児童を購入対象者とする。ただし、

基準日Ｂにおいて、当該対象児童の属する世帯に世帯主がいる場合は、当該世帯主を当該対象児童

に係る３歳未満児子育て世帯主としない。 

１２ 第８項から第１０項までの規定にかかわらず、対象児童が第６項に規定するＤＶ避難者の同伴

者である場合であって、基準日Ｂにおいて居住市町村にその住民票を移しておらず、同項第１号の

要件を満たし、かつ、同項第２号から第４号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨

を当該ＤＶ避難者が居住市町村に申し出たときは、当該ＤＶ避難者及びその同伴者である対象児童

を居住市町村の住民とみなす（当該ＤＶ避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に

限る。）とともに、当該ＤＶ避難者に同伴する対象児童を、当該ＤＶ避難者の配偶者である３歳未

満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該ＤＶ避難者を世帯主とする当該

ＤＶ避難者及び当該ＤＶ避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみ

なし、当該ＤＶ避難者を購入対象者とする。 

１３ 第８項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件に該当する者（以下「基

準日Ｃ住民」という。）で、次項に規定する対象児童の属する世帯の世帯主を購入対象者とする。 

（１） 令和元年７月３１日（以下「基準日Ｃ」という。）において、市の住民基本台帳に記録さ

れている者 

（２） 基準日Ｃ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準

日Ｃにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておら

ず、かつ、基準日Ｃの翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなっ

たもののうち、転出の予定年月日が基準日Ｃ以前となっている転出届を市に行った者であって、

転入をした年月日が基準日Ｃの翌日以後である転入届をいずれかの市町村に行ったことが住民

基本台帳法第９条第１項の規定による転入の通知により確認されたもの 

（３） 基準日Ｃ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準

日Ｃにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておら

ず、かつ、基準日Ｃの翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者（転出の予

定年月日が基準日Ｃ以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者であって、転入をし

た年月日が基準日Ｃの翌日以後である転入届を市に行ったものを除く。） 

１４ 基準日Ｃ対象児童は、基準日Ｃ住民であって、令和元年６月２日以降に出生した者とする。た

だし、当該基準日Ｃ対象児童が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、基準日Ｃ対象児童

には該当しないものとみなす。 

（１） 基準日Ｃから交付決定日までの間に死亡した者 

（２） 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第３０条の４５の

表の上欄に掲げる者に該当しないもの 
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１５ 第３条第２項の表２の項及び第１０項から第１２項までの規定は、基準日Ｃ対象児童に係る子

育て世帯主及び基準日Ｃ対象児童について準用する。これらの規定中「３歳未満児子育て世帯主」

とあるのは「基準日対象児童に係るＣ子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日Ｃ対象

児童」と、「基準日Ｂ」とあるのは「基準日Ｃ」と読み替える。 

１６ 第８項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件に該当する者（以下「基

準日Ｄ住民」という。）で、次項に規定する対象児童の属する世帯の世帯主を購入対象者とする。 

（１） 令和元年９月３０日（以下「基準日Ｄ」という。）において、市の住民基本台帳に記録さ

れている者 

（２） 基準日Ｄ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準

日Ｄにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておら

ず、かつ、基準日Ｄの翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなっ

た者のうち、転出の予定年月日が基準日Ｄ以前となっている転出届を市に行った者であって、転

入をした年月日が基準日Ｄの翌日以後である転入届をいずれかの市町村に行ったことが住民基

本台帳法第９条第１項の規定による転入の通知により確認された者 

（３） 基準日Ｄ以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者で、基準

日Ｄにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておら

ず、かつ、基準日Ｄの翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者（転出の予

定年月日が基準日Ｄ以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者であって、転入をし

た年月日が基準日Ｄの翌日以後である転入届を市に行ったものを除く。） 

１７ 基準日Ｄ対象児童は、基準日Ｄ住民であって、令和元年８月１日以降に出生した者とする。た

だし、当該基準日Ｄ対象児童が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、基準日Ｄ対象児

童には該当しないものとみなす。 

（１） 基準日Ｄから交付決定日までの間に死亡した者 

（２） 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第３０条の４５の

表の上欄に掲げる者に該当しないもの 

１８ 第３条第２項の表２の項及び第１０項から第１２項までの規定は、基準日Ｄ対象児童に係る子

育て世帯主及び基準日Ｄ対象児童について準用する。これらの規定中「３歳未満児子育て世帯主」

とあるのは「基準日Ｄ対象児童に係る子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日Ｄ対象

児童」と、「基準日Ｂ」とあるのは「基準日Ｄ」と読み替える。 

（補則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和元年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（大和高田市使用欄）

（購入時の注意事項）

（市（町村）域外転出者の方へ）

【購入確認欄】

印

購入引換場所

大和高田市長　

大和高田市プレミアム付商品券購入引換券

　　※　購入引換券交付後、購入対象者要件に該当しないことが明らかとなった場合には、本購入引換券を返還いただきます。

購入回数 ５回　※一度の購入で複数回分購入可能

　この購入引換券は、再発行できませんので、大切に保管してください。
　身分証明書（免許証、健康保険証、社員証、学生証等）、郵便物など商品券購入窓口来訪者の氏名・住所を確認できるもの
をお持ちください。
　また、ご家族が同一世帯の他のご家族の購入引換券により商品券を購入することができます。その際には商品券購入窓口
で、ご家族との続柄を申し出てください。代理人・使者等が商品券を購入することもできます。この場合は、被代理人等の購入
引換券を提示の上、被代理人等との関係を申し出てください。なお、例えば、代理人等が複数枚以上の購入引換券を持ち込
まれた場合には、代理関係等を示す資料の提示、被代理人等への電話確認などにより代理関係等を詳しく確認させていただ
く場合があります。
　商品券購入の際は、お釣りの出ないようご準備ください。

購入者氏名

購入者住所

　本購入引換券は、以下の購入確認欄の未押印欄数に応じ、お住まいの市町村のプレミアム付商品券購入引換券と交換で
きます（例えば、転出前に確認印が２つ押されていた場合には、転入先では同じく確認印が２つ押された転入先の購入引換券
と交換できます。この場合、転入先では購入単位３つ分、商品券が購入可能です。）。また、交換時の注意事項は上の「購入
時の注意事項」と同様です。

購入単位 ４０００円　（商品券利用可能額 ５０００円）

市の定める方法以外の方法による購入確認欄の訂正は無効です。

再発行不可

複写禁止
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（裏面）
（大和高田市使用欄）
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様式第２号（第５条関係） 

商品券の購入を希望する方（申請・購入対象者）は、以下に氏名等を記入して下さい。

年 月 日

年 月 日

※

年 月 日
上記の記名（楷書）押印をもって下記事項に同意・宣誓します。

(１)

(２)

(３)

年 月 日

※扶養者が上記１.の申請・購入対象者と異なる場合は扶養者氏名と扶養者生年月日をご記入ください。

年 月 日

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

上記の者を代理人と認め、

プレミアム付商品券の購入引換券の交付申請を委任します。

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

現　　　　　　　住　　　　　　　所
（購入引換券の送付先）

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　（　　　　　　）

 明治・大正・昭和・平成・令和

扶養者
生年月日

摘要

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　月　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　月　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　月　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　月　　　　日

摘要

摘要

摘要

摘要

摘要

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　月　　　　日

大和高田市長　殿

生　年　月　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）

扶養者氏名
性　別

氏　　　　　名

1

2

男 ・ 女3

男 ・ 女

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

1．

１．の申請・購入対象者を代理して、１．３．について申請を行う場合は、以下に代理人等が氏名等を記入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理による申請を行わない場合には、記入不要です。）

４．

男 ・ 女

男 ・ 女4

氏　　　　　名
性別

 明治・大正・昭和・平成・令和

上記１．の申請・購入対象者に関するプレミアム付商品券の購入対象者要件の該当性等を審査するため、市が私について必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要
な資料（税情報を含む。）の提供等を他の行政機関等に求めることに同意します。

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　（　　　　　　）

上記１．の申請・購入対象者（以下及び裏面において【a】といいます。）が、【a】と同一の世帯に属する購入対象者（以下及び裏面において【b】といいます。）を代
表して、代理申請する場合には、【b】の氏名等を下の欄にご記入ください（この場合、【b】は、それぞれの記名（楷書）押印をもって裏面の誓約・同意事項（１）～
（５）に誓約・同意し、【a】に申請を委任するものとします。）。

（　フ　リ　ガ　ナ　）

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　）

　氏　名

記入日

5

＊氏名欄等が足りない場合は、裏面に記入してください。

男・女

生年月日

扶
養
者

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日

氏　　　　　名

（　フ　リ　ガ　ナ　）

平成31年１月１日時点の住民票所在地を記載

摘要

大和高田市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書

記入日

男 ・ 女

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います（市から連絡がある場合があります。）。

記入日

(表面）

３．

２．

男 ・ 女

平成31年１月１日時点で、上記１．の申請・購入対象者の方が、親族等から生活の支援を受けている（扶養されている）場合は、下の
欄に生活の支援を行っている方（扶養者）が氏名等を記入してください（該当がない場合は記入不要です。）。

上記の記名（楷書）押印をもって裏面の誓約・同意事項（１）～（５）に
誓約・同意し、購入対象者１人につき額面２万５千円分のプレミアム
付商品券を２万円で購入できる購入引換券の交付を申請します。

上記１．の申請・購入対象者の家族等（申請・購入対象者と同一の世帯に属する方）のうち購入要件を満たす方で、当該１．の申請・
購入対象者と併せて申請を行うことを希望する方は、以下に氏名等を記入してください。

平成31年１月１日時点の住民票所在地
※現住所と同じ場合は記載不要

平成31年度分の市町村民税（均等割）の計算において課税される所得がありません。

申　　請　　・　　購　入　対　象　者

性別

申請・購入対

象者との関

係
生年月日 住　　所

男・女
1.  法定代理人

２. その他

 明治・大正・昭和・平成・令和

受付印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印
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（裏面）

（表面の続き）

＊氏名欄等が足りない場合は、別の申請様式を使用してください。

「誓約・同意事項」

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

生　年　月　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

平成31年度分の市町村民税（均等割）の計算において課税される所得がなく、市町村民税の課税者と生計を一にする配偶者及び地方税法の規定による扶養親族
並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者に該当しないこと等、プレミアム付商品券の購入対象者要件に該当します。

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

男 ・ 女

男 ・ 女

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

14

プレミアム付商品券の購入対象者要件の該当性等（３．の購入対象者に係る購入対象者要件の該当性等を含みます。）を審査するため、市が私について必要な税
情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います（市から連絡がある場合があります。）。

市が交付決定をした後、申請書の不備による郵送不能等の事由により購入引換券の引渡しが完了せず、かつ、令和元年１１月３０日までに、市が申請・購入対象者
（代理人を含みます。）に連絡・確認できない場合には、市は当該申請が取り下げられたものとみなします。

購入引換券の交付後、平成31年度分の市町村民税（均等割）が課税されていることや、市町村民税の課税者と生計を一にする配偶者及び地方税法の規定による
扶養親族並びに青色事業専従者及び白色事業専従者に該当すること等プレミアム付商品券の購入対象者要件に該当しないことが判明した場合には、購入引換
券、プレミアム付商品券又は使用したプレミアム付商品券のプレミアム相当額を返還します。

17

20

18

19

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　　　月　　　　　日

３．

【a】が、【b】を代表して、代理申請する場合には、【b】の氏名等を下の欄にご記入ください（この場合、【b】は、それぞれの記名（楷書）押印をもって下段の誓約・
同意事項（１）～（５）に誓約・同意し、【a】に申請を委任するものとします。）。

7 男 ・ 女

№

（　フ　リ　ガ　ナ　）

性　別
氏　　　　　名

扶養者
生年月日

（　フ　リ　ガ　ナ　）

扶養者氏名

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

明治・大正・昭和・平成・令和

　　　　年　　　月　　　日

9 男 ・ 女

6 男 ・ 女

8 男 ・ 女

男 ・ 女

13

16 男 ・ 女

15 男 ・ 女

男 ・ 女

12 男 ・ 女

11

10

男 ・ 女

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

 
 

告示第３３号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２
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項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和元年７月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和元年６月１０日   １        

令和元年６月１７日 ３  １        

（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 

原動機

付自転

車 

令和元年６月２８日 道路 大和高田市大字松塚地内 １  

３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第３４号 

 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

令和元年７月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について
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は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで（ただし、土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所 環境建設部 都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

整理

番号 
名   称 種 類 

数

量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 民商へ はり札 ３ 市内 Ｒ１・７・１ Ｒ１・７・１ 市役所西駐車場 

 

告示第３５号 

介護保険法第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者の事業の廃止の届出がありまし

たので、同法第８５条の規定により次のとおり告示します。 

令和元年７月３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者の名称 

有限会社 ビータ  

２ 指定する事業所の名称及び所在地 

介護センターさんさん居宅介護支援事業所 

大和高田市片塩町１４－１ 

３ 廃止年月日 

令和元年７月３１日 

４ サービスの種類 

居宅介護支援 

 

告示第３６号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定により、次の者を職権により消除したの

で、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。 

  令和元年７月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

１．職権消除日     令和元年７月５日 

２．職権消除される者  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

 

告示第３７号 

 令和元年度軽自動車税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定に

より、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  令和元年７月１０日 
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大和高田市長 堀内 大造   

１．納税通知書の発送年月日 

令和元年５月９日 

２．この公示送達により変更する納期限  

  変更前 令和元年５月３１日 

  変更後 令和元年８月５日 

３．送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第３８号 

 差押調書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとお

り公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第３９号 

 令和元年度軽自動車税全期の督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１

項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和元年度軽自動車税全期 令和元年６月２８日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４０号 

 令和元年度固定資産税第１期の督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第

１項の規定により、次のとおり公示送達します。 
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 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和元年度固定資産税第１期 令和元年６月１０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４１号 

 平成２７年度市県民税第１期から第４期までの督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成２７年度市県民税第１期 平成２７年７月２８日 

平成２７年度市県民税第２期 平成２７年９月２９日 

平成２７年度市県民税第３期 平成２７年１１月２５日 

平成２７年度市県民税第４期 平成２８年１月２６日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４２号 

 平成２８年度市県民税第１期から第４期までの督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年度市県民税第１期 平成２８年７月２６日 

平成２８年度市県民税第２期 平成２８年９月２７日 

平成２８年度市県民税第３期 平成２８年１１月２５日 

平成２８年度市県民税第４期 平成２９年１月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと
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きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４３号 

大和高田市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  令和元年７月１２日  

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付要綱を廃止する告示 

 大和高田市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付要綱（平成２７年告示第４６号）は、廃止

する。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第４４号 

 令和元年度国民健康保険税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  令和元年７月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この納入通知書の発送年月日 

  令和元年７月８日 

２．送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４５号   

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和元年７月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和元年１０月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成３１年４月１日から平成３１年４月３１日までの間 

 

告示第４６号 

 令和元年度市民税・県民税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住
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所等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  令和元年７月１９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．納税通知書の発送年月日 

令和元年６月１０日 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 令和元年７月１日 

  変更後 令和元年９月２日 

３．送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第４９号 

 差押調書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとお

り公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年７月３１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

公告第３１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 大和高田市橋梁長寿命化修繕計画策定業務 

２ 履行場所 大和高田市 市内一円 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 業務内容 長寿命化修繕計画（対象１７７橋） ※入札説明書（仕様書）のとお

り 

公 告 
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５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（鋼構造及びコンクリート部門）に登録し

ている者であること。 

（２）平成２１年４月１日以降において、官公庁発注で１件の対象橋

梁が５０橋以上の橋梁長寿命化修繕計画策定業務の履行実績を有す

る者であること。（更新のみの計画策定は不可。） 

（３）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② ５の（２）にかかる平成２１年４月１日以降における橋梁長

寿命化修繕計画策定業務の実績を証明できるもの（契約書、仕

様書、テクリス業務概要の写し等、対象橋梁数が分かるもの） 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥８，０２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 中央陸橋橋梁補修設計業務委託 

２ 履行場所 大和高田市 北本町・高砂町 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（鋼構造及びコンクリート部門）に登録し

ている者であること。 

（２）平成２９年４月１日以降において、官公庁発注の橋梁補修設計

業務の履行実績を有する者であること。 

（３）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す
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る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 平成２９年４月１日以降における橋梁補修設計業務の契約書

の写し 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥５，８２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３３号 
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入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 アクティブディレクトリサーバ機器及び基幹系スイッチングハブ等リ

ース契約に係る納入業者等決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内 大和高田市大字大中１００番地１ 

３ 契約期間 納入期限 ：令和元年９月１３日 

リース期間：令和元年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定す

るものです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務提供（電算業務）」に

登録している者であること。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）次のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

  ア プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

  イ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ

／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】又は情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／ＩＥＣ２

７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の認定取得を証する書類の
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写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１６日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和元年７月２３日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２５日（木）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２９日（月）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停
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止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月３０日（火）午前１０時から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３４号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、令和元年度大和高田市

職員採用試験（医療職）の実施について、次のとおり公告する。 

令和元年７月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 

職種 採用予定人員 受験資格 

看護師 １０名 

（１） 昭和５０年４月２日以降に生まれた者で、｢保健師

助産師看護師法｣による看護師免許を有するもの又は令

和２年３月末日までに実施される国家試験により当該免

許を取得見込みの者 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な者 

臨床検査技師 ３名 

  昭和５５年４月２日以降に生まれた者で、｢臨床検査技

師等に関する法律｣による臨床検査技師免許を有するも

の又は令和２年３月末日までに実施される国家試験によ

り当該免許を取得見込みの者 

診療放射線技師 １名 

  昭和５５年４月２日以降に生まれた者で、｢診療放射線

技師法｣による診療放射線技師免許を有するもの又は令

和２年３月末日までに実施される国家試験により当該免

許を取得見込みの者 

（１） 全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人 
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② 禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

③ 大和高田市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

⑤ 日本国籍を有しない者で、在留資格において就職等が制限されているもの 

２ 試験の日時、場所、試験の種類及び合格発表 

区分 試験内容 

日時  令和元年８月３１日（土）午前９時から（受付は午前８時３０分から） 

場所  大和高田市立看護専門学校（大和高田市礒野北町１番１号） 

試験の種類  小論文（６０分） 口述試験（面接）  

合格発表  試験実施後３週間程度（合否にかかわらず本人に通知します。）  

  ※応募状況等により、第２次試験を実施する場合があります。 

３ 受験手続 

（１） 受付期間 

受付期間：令和元年８月１３日（火）から令和元年８月２３日（金）まで（ただし、土曜日

及び日曜日を除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（受験票を交付します。） 

（２） 受付場所 

受付場所：大和高田市立病院 総務課 

所 在 地：奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

（注）郵送での受付はいたしません。必ず持参して下さい（代理可）。 

（３） 提出書類（◎必須書類 ○免許取得者 △免許取得見込者） 

（注１） 写真は、３月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、うち１枚は履歴書

に貼付し、他１枚は受験票用に持参してください。 

（注２） 返信用封筒（定形封筒：２３．５ｃｍ×１２．０ｃｍ）１通に８２円切手を貼付し、

宛名を記入してください。 

（注３） 免許取得者は、最終学校の卒業証明書及び成績証明書は不要です。 

４ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

① 採用予定者 令和２年４月１日付けで採用します。 

② 採用候補者 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に欠員等が生じ、補充

することが必要である場合に限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から１年間です。 

（３） 最終合格者のうち、免許取得見込みの者が令和２年３月末日までに実施される国家試験で

   提出書類 

職種 
履歴書

（市販Ａ４判） 

写真 

２枚 

最終学校 

卒業（見込

み）証明書 

最終学校 

成 績 

証明書 

免許証 

（写し可） 

返信用 

封 筒 

看護師 

臨床検査技師 

診療放射線技師 

◎ ◎ △ △ ○ ◎ 
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当該免許を取得できなかった場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者・採用候補者）か

ら抹消します。 

５ 給与等について 

初任給 看護師 

・月額２１９，０００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額２１３，５００円（短大（３年）相当卒業で採用前に職歴がな

い場合） 

初任給 
臨床検査

技師 

・月額１９９，４００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９３，２００円（短大（３年）相当卒業で採用前に職歴がな

い場合） 

初任給 

診療放

射線技

師 

・月額１９９，４００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９３，２００円（短大（３年）相当卒業で採用前に職歴がな

い場合） 

（１） 給料月額は、平成３１年４月１日現在の給料表に基づいています。 

（２） 初任給は、採用前の経歴等に応じて加算されることがあります。 

（３） 一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当が支給されますが、一部手当につ

いては、当分の間、減額措置等を講じています。 

６ その他 

（１） 提出書類に不備がある場合は、補正を求めるためにお返しすることがあります。これによ

る提出期限の延長は行いませんので、十分に余裕をもって申込みしてください。 

（２） 提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（３） この試験に関する提出書類は、一切お返ししません。 

（４） インターネットでも採用試験に関する情報を提供しています。（ホームページアドレス

http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（５） 試験についての問合せ先 

大和高田市立病院事務局総務課内｢大和高田市（市立病院）職員採用試験委員会事務局｣ （℡

０７４５－５３－２９０１） 

 

公告第３５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大和高田市総合公園ウッドデッキ更新工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字西坊城 地内（大和高田市総合公園） 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１２月２０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月９日（火）から令和元年７月１６日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月９日（火）から令和元年７月１６日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前１１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１２，３６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 
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１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 消防設備定期点検業務（市内８小学校） 

２ 業務場所 大和高田市 旭北町 他７件 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から令和２年３月３１日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高

田市建物管理等業務競争入札参加資格者登録名簿に登録している者

であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有す

る者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「消防設備士甲種又は乙種の

第４類及び第５類」及び「消防設備士乙種の第７類」の資格を

有する者 

  ウ）「消防設備点検資格者の第２種」、「消防設備士甲種又は乙種の

第１類」及び「消防設備士乙種の第６類」の資格を有する者 

  エ）「消防設備士甲種又は乙種の第１類、第４類及び第５類」及び

「消防設備士乙種の第６類及び第７類」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、

期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加

資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、
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大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）に定める有資格者であることを証す

る写しと５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市

指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に

大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和元年７月１０日（水）から令和元年７月１７日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月１０日（水）から令和元年７月１７日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 前回の報告書の閲覧  前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  令和元年７月２６日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除

きます。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 
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令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月３０日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午後４時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限比較価格 ￥８４０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第３７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 消防設備定期点検業務（市内３中学校､６幼稚園､公立２認定こども園

及び６保育所） 

２ 業務場所 大和高田市 大中東町 他１６件 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から令和２年３月３１日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高

田市建物管理等業務競争入札参加資格者登録名簿に登録している者

であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有す

る者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「消防設備士甲種又は乙種の

第４類及び第５類」及び「消防設備士乙種の第７類」の資格を

有する者 

  ウ）「消防設備点検資格者の第２種」、「消防設備士甲種又は乙種の

第１類」及び「消防設備士乙種の第６類」の資格を有する者 

  エ）「消防設備士甲種又は乙種の第１類、第４類及び第５類」及び

「消防設備士乙種の第６類及び第７類」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、

期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加

資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）に定める有資格者であることを証す

る写しと５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請
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書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市

指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に

大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和元年７月１０日（水）から令和元年７月１７日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月１０日（水）から令和元年７月１７日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 前回の報告書の閲覧  前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  令和元年７月２６日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除

きます。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 
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（３）回答期限 

令和元年７月３０日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午後４時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限比較価格 ￥８６０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３８号 

 令和元年度大和高田市固定資産税家屋評価補助業務の事業者選定を公募型プロポーザル方式で行い
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ますので公告します。 

  令和元年７月１０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務概要 

（１） 業務名 

令和元年度大和高田市固定資産税家屋評価補助業務 

（２） 業務の目的 

固定資産税の家屋評価について、民間のノウハウを活用し、職員の知識を高め、評価技能の安

定した確保を行うため、専門知識等を有する事業者に家屋評価業務の一部を委託し、家屋評価業

務の円滑化を図り、固定資産税の適正な課税を行うことを目的とする。 

（３） 委託上限額 

金２，６４９，０００円（税抜） 

（４） 履行期間 

契約締結日～令和２年３月３１日 

２ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市固定資産税家屋評価補助業務委

託事業者選定要項」の「４ 資格要件」をすべて満たす者であること。 

３ その他 

  大和高田市固定資産税家屋評価補助業務委託事業者選定要項による。 

４ 担当課 

  大和高田市役所 財務部税務課

 

公告第３９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月１０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 新庁舎周辺側溝改修に伴う測量業務委託 

２ 履行場所 大和高田市 大中 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 
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（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月１１日（木）から令和元年７月１８日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月１１日（木）から令和年７月１８日（木）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 
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令和元年７月２４日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２５日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月３０日（火）午後１時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥９６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第４０号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和元年７月１１日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

公告第４２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 グループウェアシステム一式リース契約に係る納入業者等決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内 大和高田市大字大中１００番地１ 

３ 契約期間 納入期限 ：令和元年１０月１８日 

リース期間：令和元年１１月１日から令和６年１０月３１日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定す

るものです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務提供（電算業務）」に

登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（６）次のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

  ア プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

  イ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ

／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 
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（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】又は情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／ＩＥＣ２

７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の認定取得を証する書類の

写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和元年７月１７日（水）から令和元年７月２６日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和元年８月２日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年８月６日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年８月７日（水）まで。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月８日（木）午前１０時から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 情報セキュリティシステム一式構築業務のリース契約に係る納入業者

等決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内 大和高田市大字大中１００番地１ 

３ 契約期間 納入期限 ：令和元年１０月１８日 

リース期間：令和元年１１月１日から令和６年１０月３１日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定す

るものです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・
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事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務提供（電算業務）」に

登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（６）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の資格を認証取得してい

る者であること。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ

／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の認定取得を証

する書類の写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和元年７月１７日（水）から令和元年７月２６日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和元年８月２日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年８月６日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年８月７日（水）まで。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月８日（木）午前１０時３０分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 
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１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会規則第２号 

 大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和元年６月２８日 

                         大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

大和高田市立幼稚園規則（昭和４３年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条ただし書中「満３歳児クラス」を「３歳児（入園する年度の初日の前日における年齢が満３

歳の者をいう。）」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（入園資格） 

第３条 幼稚園に入園することのできる者は、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した

小学校就学前の幼児とする。 

 第８条中「入園願」を「入園願書」に改める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第１１号 

 大和高田市教育委員会６月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和元年６月２０日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

１ 日時  

令和元年６月２８日（金）午前９時００分 

２ 場所  

   さざんかホール４階 会議室 

３ 議案  

第１号 第３６回大和高田市スポーツ少年大会開催要項（案）について 

第２号 大和高田市幼稚園規則の一部を改正する規則（案）について 

第３号 地方自治法第１８０条の２の規定に基づく補助執行の協議について（申し入れ） 

第４号 令和元年度大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱の制定に

ついて（専決事項） 

第５号 大和高田市立学校空調設備運用指針の策定について 

第６号 後援願いについて 

第７号 その他 

 

教育委員会告示第１２号 

 大和高田市教育委員会７月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和元年７月１１日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

教育委員会 
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１ 日時  

令和元年７月２２日（月）午前９時３０分 

２ 場所  

   市役所４階 委員会室 

３ 議案  

第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

教育委員会告示第１３号 

 大和高田市教育委員会８月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  令和元年７月１１日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

１ 日時  

令和元年８月１６日（金）午後１時３０分 

２ 場所  

   総合福祉会館（ゆうゆうセンター）３階 研修室 

３ 議案  

第１号 令和２年度以降使用小学校用教科用図書の採択について 

第２号 令和２年度使用中学校用教科用図書の採択について 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第５２号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和元年５月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年６月３日（月） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 中央会議室 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について  

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第５３号 

令和元年６月３日現在における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０条

第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町

村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第１１項及び第５条第１５項に規定

する選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第５条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

  令和元年６月３日  

選挙管理委員会 
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大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

３分の１の数  １８，８６３人 

 ６分の１の数   ９，４３２人 

５０分の１の数  １，１３２人 

 

選挙管理委員会告示第５４号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和元年６月７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年６月１４日（金） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案 

第１号 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の一部

改正について 

第２号 在外選挙人名簿の抹消について 

第３号 在外選挙人名簿の登録について 

第４号 在外選挙人名簿への登録の移転について 

第５号 その他 

 

選挙管理委員会告示第５５号 

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の一部を改正する

告示を次のように定める。 

  令和元年６月１４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長  松村 惠由   

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の一部を改正

する告示 

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程（昭和５０年選挙管

理委員会告示第６６号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号及び第３号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この告示は、令和元年７月１日から施行する。 

 

選挙管理委員会告示第５６号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和元年６月２０日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年６月２７日（木） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案 
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第１号 令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙について  

第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第５７号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第４９条の規定による大和高田市選挙管理委員会委員長が不在者投票管理者として管理する不在

者投票用の投票用紙及び同封筒の交付場所並びに不在者投票の記載場所を次のとおり定める。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 不在者投票所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

 

選挙管理委員会告示第５８号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第４９条の２第２項の規定による大和高田市在外選挙人期日前投票所を次のとおり定める。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 在外選挙人期日前投票所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

 

選挙管理委員会告示第５９号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における各投票区の投票所は、別紙の場所に設

ける。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

 別紙省略（市役所前掲示場掲示済み） 

 

選挙管理委員会告示第６０号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公職選挙法施行令（昭和２５年政令第

８９号）第２３条の２第１項の規定により指定在外選挙投票区を次のとおり指定する。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 指定在外選挙投票区 

   第３投票区 高田小学校体育館（大和高田市大中東町５番１５号） 

 

選挙管理委員会告示第６１号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における開票の日時及び場所を次のとおり定

める。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年７月２１日（日） 午後９時００分 

２ 場所 
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   大和高田市幸町１１番１４号 

   大和高田市立総合体育館 

 

選挙管理委員会告示第６２号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第７６条の規定により準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定により、開票立会人として

届出のあった者が１０人を超えるとき及び同一政党に属する者が３人以上あるときにおけるくじを行

う日時及び場所を次のとおり定める。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年７月１８日（木） 午後５時３０分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第６３号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和元年６月２７日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 時 

   令和元年７月３日（水） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について  

第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第６４号 

令和元年７月３日現在における大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分

の１の数、６分の１の数及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  令和元年７月３日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

３分の１の数  １８，８９７人 

 ６分の１の数   ９，４４９人 

５０分の１の数  １，１３４人 

 

選挙管理委員会告示第６５号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院（選挙区選出）議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第１４４条の２第１項の規定により設置したポスター掲示場は、別紙のとおりであり、

区画数は、８区画とする。設置完了日は、令和元年７月３日とし、掲示できる日は、次のとおりであ

る。 

令和元年７月３日  
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大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 掲示できる日 

   令和元年７月４日 

２ 設置場所 

    別紙省略（市役所前掲示場掲示済み） 

 

選挙管理委員会告示第６６号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第４８条の２の規定による大和高田市期日前投票所を、次のとおり定める。 

令和元年７月４日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 期日前投票所の場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

２ 期日前投票所を設ける期間 

   令和元年７月５日から令和元年７月２０日まで 

 

選挙管理委員会告示第６７号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院（選挙区選出）議員選挙における公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第１７５条第３項の規定による候補者の氏名及び党派別を記載する順序を定めるくじ

は、次の日時及び場所において行う。 

令和元年７月４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年７月４日（木） 午後５時３０分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第６８号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所投票管理者及びその職

務を代理する者を、別紙のとおり選任する。 

令和元年７月４日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

 別紙省略（市役所前掲示場掲示済み） 

 

選挙管理委員会告示第６９号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務

を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。 

令和元年７月４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

 別紙省略（市役所前掲示場掲示済み） 

 

選挙管理委員会告示第７０号 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における大和高田市開票区の開票管理者及び
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その職務を代理する者を、次のとおり選任する。 

令和元年７月４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 開票管理者 

  省略（市役所前掲示場掲示済み） 

２ 職務を代理すべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済み） 

 

選挙管理委員会告示第７１号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和元年７月１６日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 松村 惠由   

１ 日時 

   令和元年７月２１日（日） 午前６時３０分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について  

第２号 選挙当日の有権者数について 

第３号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第７号 

大和高田市農業委員会８月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和元年７月２６日 

大和高田市農業委員会会長 今村 平治郎   

１ 日時 

令和元年８月９日（金曜日）午後３時 

２ 場所 

大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件    

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 その他   

 

 

 

上下水道事業告示第９号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

令和元年７月１日 

（上下水道事業管理者） 

農業委員会 

公営企業 
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大和高田市長 堀内 大造   

業者名       代表者名     所在地 

豊隆設備工業    東本 学     奈良県葛城市北道穂 140-10 

上松設備      上松 幸一    奈良県吉野郡下市町下市 3046-10 

谷田 土木水道   谷田 竜二    奈良県奈良市西九条町 2 丁目 10-2 

 

上下水道事業公告第１８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 給配水管漏水調査業務 

２ 履行場所 市内全域 

３ 履行期間 契約締結日の翌日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（５）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高

田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の漏水調査業務に登録

している者であること。 

（６）過去５年度（平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日ま

で）において、市町村（特別区を含む。）の上水道事業での給配水管

漏水調査業務を元請けで１件あたり１千万円以上の履行実績を有す

る者であること。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、

期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加

資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、水道工務課にも備え付けています。ダウン

ロードする場合は「一般競争入札参加資格確認申請書（業務）」を使

用してください。 

（２）必要書類として、５（４）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓
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約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申

請書と同様に大和高田市ホームページに掲載しています。また、５

（６）の要件を満たすことを証する当該業務の契約書の写しを提出

してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３営業日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月１２日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 
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〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留または特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１３開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１０，１００，０００－（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事（Ｓ０９） 

２ 工事場所 大和高田市 大中 地内 
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３ 工事期間 契約締結日から令和元年１１月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格の 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの
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確認通知 とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１８，１３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事（Ｓ１０）及び消火栓新設工事（消０２） 

２ 工事場所 大和高田市 奥田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１１月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ
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と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥５，９２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 消火栓修理工事（消０５） 

２ 工事場所 大和高田市 大中・東中２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入
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札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１） 閲覧等の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月２６日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 
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（３）回答期限 

令和元年７月２９日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月３１日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年８月１日（木）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１，０８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２２号 
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入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 市枝野口・市場地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８）・配

水管布設替工事（Ｓ１１）・消火栓布設替工事（消０３） 

２ 工事場所 大和高田市 野口・市場 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に

おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に
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係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前９時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥３８，６２０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   
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１ 工事名 高６枝曽大根２丁目地内管渠工事（１２）・給配水管移設工事（Ｇ１

２）・配水管布設替工事（Ｓ１２）・消火栓布設替工事（消０４） 

２ 工事場所 大和高田市 曽大根２丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に

おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの
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確認通知 とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前９時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥３４，７７０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高４幹礒野町地内管渠工事（７） 

２ 工事場所 大和高田市 礒野町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 
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（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に

おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 
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の閲覧 （１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び
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虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥３２，２３０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高５枝西三倉堂１丁目地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１

１） 

２ 工事場所 大和高田市 西三倉堂１丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）契約金額が３，５００万円以上となる場合、土木工事に関する

主任技術者又は監理技術者（契約締結時点において継続して３ヶ月

以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２
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２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 
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大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前９時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 
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１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥２７，９８０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１１） 

２ 履行場所 大和高田市 大谷 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 
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（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 
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１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥５,９９０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告
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します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１２） 

２ 履行場所 大和高田市 大谷 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの
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確認通知 とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１０時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３,６１０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１３） 

２ 履行場所 大和高田市 土庫３丁目 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 
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（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、
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についての質疑応答 次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２,２８０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 
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１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第２９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１４） 

２ 履行場所 大和高田市 築山・大谷 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 



令和元年８月１０日（土） 大 和 高 田 市 公 報 第３６７号 

 94 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便
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によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１０時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２,７００,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１５） 

２ 履行場所 大和高田市 曽大根１丁目・東中１丁目 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 
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（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 
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令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１１時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入
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札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３,３１０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１６） 

２ 履行場所 大和高田市 東中２丁目・池尻 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、
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大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１１時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３,１７０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 
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令和元年７月２日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量業務委託（１７） 

２ 履行場所 大和高田市 蔵之宮町・築山 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 
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令和元年７月１０日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）まで 

ただし土曜日、日曜日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年７月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月２４日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２５日（木）午前１１時３０分 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３,０５０,０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

平成３１年７月１０日付け大和高田市公報第３６６号（正誤） 

頁 行 誤 正 

７ ４ 条例第２号 条例第３号 

７ ３０ 条例第３号 条例第２号 

７ ３２ 令和元年７月１０日 令和元年６月２７日 

 

 


